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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、
　Ｃ：0.010～0.055％、       　　Si：0.1％以下、
　Mn：0.6％以下、　　　　　　　  Ｐ：0.025％以下、
　Ｓ：0.02％以下、　　 　　　 　 Ｎ：0.0020～0.0100％、
　Al：0.1％以下、　　　       　 Ti：0.055～0.12％
を含有し、残部Feおよび不可避的不純物からなる組成と、平均径が6nm未満であるTiを含
む微細炭化物がフェライト結晶粒内に分散し、該フェライト結晶粒が金属組織の95％以上
の面積を占めており、該フェライト結晶粒からなる金属組織中に平均サイズが20nm以上で
あるTiNが分散した組織と、を有することを特徴とする引張強さTS：590MPa以上750MPa以
下の高張力熱延鋼板。
【請求項２】
　前記組成に加えてさらに、質量％でＢ：0.0035％以下を含有することを特徴とする請求
項１に記載の高張力熱延鋼板。
【請求項３】
　前記組成に加えてさらに、質量％で、Cu、Sn、Ni、Ca、Mg、Co、As、Cr、Mo、Sb、Ｗ、
Nb、Pb、Ta、REM、Ｖ、Cs、Zr、Hfのいずれか１種以上を合計で、1％以下含有することを
特徴とする請求項１または２に高張力熱延鋼板。
【請求項４】
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　鋼板表面にめっき皮膜を有することを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の
高張力熱延鋼板。
【請求項５】
　質量％で、
　Ｃ：0.010～0.055％、　      　　Si：0.1％以下、
　Mn：0.6％以下、　　　　　　　　 Ｐ：0.025％以下、
　Ｓ：0.02％以下、　　 　　　　　 Ｎ：0.0020～0.0100％、
　Al：0.1％以下、　　　        　 Ti：0.055～0.12％
を含有し、残部Feおよび不可避的不純物からなる組成の溶鋼を、鋳造速度：５m/min以下
の連続鋳造法で鋼素材とした後、該鋼素材に、加熱温度：1230℃以上に加熱したのち、圧
延開始温度：1200℃以上とする粗圧延と、圧延終了温度：900℃以上とする仕上圧延とか
らなる熱間圧延を施し、ついで冷却し、巻取り温度：580℃以上で巻き取ることを特徴と
する、引張強さTS：590MPa以上750MPa以下の高張力熱延鋼板の製造方法。
【請求項６】
　前記組成に加えてさらに、質量％でＢ：0.0035％以下を含有することを特徴とする請求
項５に記載の高張力熱延鋼板の製造方法。
【請求項７】
　前記組成に加えてさらに、質量％で、Cu、Sn、Ni、Ca、Mg、Co、As、Cr、Mo、Sb、Ｗ、
Nb、Pb、Ta、REM、Ｖ、Cs、Zr、Hfのいずれか１種以上を合計で1％以下含有することを特
徴とする請求項５または６に記載の高張力熱延鋼板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車をはじめとする輸送機械類の部品、配電盤や建築用などの構造用部材
として好適な、引張強さTSが590～750MPaの高強度を有する伸びフランジ加工性に優れた
高張力熱延鋼板およびその製造方法に係り、とくに打抜き性の向上に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、自動車業界においては、地球環境の保全という観点から、炭酸ガスCO2排出量を
削減すべく、自動車の燃費を改善することが常に重要な課題となってきた。自動車の燃費
向上には、自動車車体の軽量化を図ることが有効であるが、自動車車体の強度を維持しつ
つ車体の軽量化を図る必要がある。自動車部品用素材となる鋼板を高強度化し、素材を薄
肉化すれば、自動車車体としての強度を低下することなく、車体の軽量化が達成できる。
たとえば、自動車の足回り部品用鋼板の高強度化は、自動車車体の大幅な軽量化に繋がり
、自動車の燃費向上に極めて有効な手段となる。このようなことから、最近では、これら
の部品用素材に対し、高強度化の要望が非常に強くなっている。また、その他の構造部材
についても軽量化のために高強度化の要望が強くなってきている。
【０００３】
　鋼板の高強度化に伴い、加工性、特に伸びフランジ加工性が劣化することから、高強度
化し、伸びフランジ加工性を向上させるための各種技術が提案されてきた。そのなかでも
、金属組織を実質的にフェライト相単相とし、フェライト相の粒内に微細炭化物を析出さ
せた組織を用いる技術は、高強度と優れた伸びフランジ加工性とを兼備させるために有用
な技術であることが知られている。
【０００４】
　実質的にフェライト相単相の金属組織を有し、伸びフランジ加工性に優れた高張力鋼板
としては、例えば、特許文献１には、伸びフランジ性に優れた超微細フェライト組織高強
度熱延鋼板が提案されている。特許文献１に記載された技術は、wt％で、Ｃ：0.01～0.10
％、Si：1.5％以下、Mn：1.0超～2.5％、Ｐ：0.15％以下、Ｓ：0.008％以下、Al：0.01～
0.08％、Ti，Nbの１種又は２種の合計：0.10～0.60％を含む組成と、フェライト量が面積
率で95％以上で、かつフェライトの平均結晶粒径が2.0～10.0μm で、マルテンサイトお
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よび残留オーステナイトを含まない組織とを有し、引張強さが490MPa以上で、伸びフラン
ジ性に優れた超微細フェライト組織高強度熱延鋼板である。特許文献１に記載された技術
では、Mn含有量を1.0％超～2.5％とすることにより、鋼板強度が向上するとともに微細フ
ェライト粒が得られ、高強度化が達成できるとしている。また、特許文献１に記載された
技術では、疲労強度も向上するとしている。
【０００５】
　また、特許文献２には、質量％で、Ｃ：0.01～0.1％、Ｓ：0.03％以下、Ｎ：0.005％以
下、Ti：0.05～0.5％、Si：0.01～2％、Mn：0.05～2％、Ｐ：0.1％以下、Al：0.005～1.0
％を含み、さらに（Ti－48/12Ｃ－48/14Ｎ－48/32Ｓ）が０％以上を満たす範囲でTiを含
有する組成と、鋼中の粒子で５nm以上のTiを含む析出物の平均サイズが10１～10３nmで、
最小間隔が10１ nm超10４ nm以下である、引張強さが640MPa以上でバーリング加工性と疲
労特性に優れた熱延鋼板が提案されている。
【０００６】
　また、特許文献３には、質量％で、Ｃ：0.02～0.08％、Si：0.01～1.5％、Mn：0.1～1.
5％、Ti：0.03～0.06％%を含有し、Ｐ：0.1％以下、Ｓ：0.005％以下、Al：0.5％以下、
Ｎ：0.009％以下に制限し、更に、Nb、Mo、Ｖの含有量の合計を0.01％以下に制限し、Ti/
Ｃ：0.375～1.6であり、結晶粒内のTiC析出物の平均直径が0.8～3nmで、平均個数密度が1
×1017個/cm３で、引張強度が540～650MPaである省合金型高強度熱延鋼板が提案されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開2000－328186号公報
【特許文献２】特開2002－161340号公報
【特許文献３】特開2011－26690号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　鋼板を素材とする自動車部品の多くは、プレス加工によって成形される。鋼板は、プレ
ス成形に先立ち、ブランクと呼ばれる成形に適した形状に打ち抜かれる。打抜きに際して
は、打抜き端面の性状が乱れないことが重要とされる。打抜き端面は、剪断面と破断面に
分けられるが、「打抜き端面が乱れる」とは、特に破断面の性状が粗くなることをいう。
そして、「破断面の性状が粗くなる」とは、破断面で大きな開口が生じる場合や、剪断面
部分と破断面部分とが剥離するように分かれる場合や、破断面が異常に剪断面に対して傾
いている場合をいう。破断面での開口や剪断面部分と破断面部分とが剥離するような開口
が存在することは、引続き行われるプレス成形の際に、割れの原因となるとともに、部品
の外観や耐食性を劣化させる。また、破断面が剪断面に対して傾くことは、ブランクの寸
法精度を劣化させ、最終製品（部品）の寸法精度を低下させる原因となる。
【０００９】
　特許文献１、特許文献２、特許文献３のいずれにも打抜き性についての記載はなく、打
抜き性については、現在まで、あまり詳細な検討は行われてこなかった。
　本発明者らの検討によれば特許文献１に記載された技術では、鋼板のMn含有量が高いた
め、鋼板中にMnが偏析した箇所（Mn偏析部）が多数存在し、打抜きの際に、このMn偏析部
から割れが生じやすくなる。そのため、特許文献１に記載された技術で製造された鋼板に
おける打抜き端面破断面の性状は良好であるとはいい難い。
【００１０】
　また、特許文献２に記載された技術では、Tiを所定量含有し、Ti炭化物を形成すること
により、固溶Ｃの低減を図っている。しかし、本発明者らの検討によれば、次のような問
題があった。Ｃに対して過剰のTiを含有させると、Ti炭化物が粗大化し易く、590MPa以上
の引張強さを安定的に得られない。そしてまた、TiによりＣが完全に固定されるため、粗
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大なセメンタイトが生成しなくなり、打抜き時にマイクロボイドが発生しにくくなる。こ
のために、打抜き端面では一つのマイクロボイドが大きく成長しやすくなり、剪断面と破
断面の境界近傍で1つのマイクロボイドの成長で開口が生じやすくなる。また、破断面の
剪断面に対する傾き角度も大きくなり、ブランクの寸法精度が低下する。そのため、特許
文献２に記載された技術で製造された熱延鋼板は、打抜き性に優れた熱延鋼板であるとは
いい難い。
【００１１】
　また、特許文献３に記載された技術では、実施例にも示されているように、得られる鋼
板の引張強さは540～650MPaの範囲であり、引張強さが590MPa 未満である場合もあり、優
れた打抜き性と伸びフランジ加工性を保持しながら、引張強さ590MPa以上を安定して確保
できるまでの高強度化を確保できるまでに至っていないという問題があった。
　本発明は、かかる従来技術の問題を有利に解決し、自動車部品用の素材として好適な、
引張強さTS：590MPa以上750MPa以下の高強度を有し、優れた打抜き性と優れた伸びフラン
ジ加工性とを兼備する高張力熱延鋼板およびその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明者らは、上記した目的を達成するため、伸びフランジ加工性と打抜き性に及ぼす
各種要因について鋭意検討した。
　材料（鋼板）をポンチで所定形状に打抜く際には、まず、材料（鋼板）にめり込んだポ
ンチの先端近傍で、材料（鋼板）内にマイクロボイドが多数発生する。そして、それらが
連結、合体して、大きな亀裂に成長する。成長した亀裂が板厚方向に材料（鋼板）を貫通
して、打抜きが完了する。このときに、ボイドの起点となるのは、主として材料（鋼板）
中に分散して存在する粗大な介在物や析出物である。しかし、介在物や析出物が材料（鋼
板）中に分散して存在すれば、その析出物や介在物が破壊の起点となり、伸びフランジ加
工性が低下する。このようなことから、従来から、伸びフランジ加工性と打抜き性とは両
立しがたいものであると考えられていた。
【００１３】
　そこで、本発明者らは、高強度化したうえで、打抜き性と伸びフランジ加工性とを両立
すべく、更なる検討を鋭意行った。その結果、6nm未満の微細なTiを含む炭化物をフェラ
イト結晶粒内に分散し、このフェライト結晶粒が金属組織の面積率で95%以上を占め、さ
らに、Ti窒化物、それも比較的粗大なTi窒化物をフェライト結晶粒からなる金属組織中に
分散させることを思い付いた。Ti窒化物はフェライト結晶粒に比べて硬質であり、打抜き
時のマイクロボイド形成の起点になり、しかも20nm以上の比較的粗大なTi窒化物とすれば
、Ti窒化物の分散が疎になるために伸びフランジ加工性には顕著な悪影響を及ぼさないこ
とを突き止めた。
【００１４】
　伸びフランジ加工性を向上させるためには、まず、光学顕微鏡や走査型電子顕微鏡で50
0～5000倍程度で観察される金属組織を転位密度が低いフェライト結晶粒で占める必要が
あり、そして、この個々のフェライト結晶粒中に、大きさ6nm未満の微細なTiを含む炭化
物を密に分散析出させて析出強化すれば、所望の高強度を確保できる。さらにフェライト
結晶粒からなる金属組織中に、20nm以上の大きさのTiNを疎に分散させることにより、所
望の高強度と優れた伸びフランジ加工性を維持しつつ、新たに打抜き性が向上することを
見出した。
【００１５】
　本発明は上記した知見に基づき、さらに検討を加えて完成されたものである。すなわち
、本発明の要旨は次のとおりである。
（１）質量％で、Ｃ：0.010～0.055％、Si：0.1％以下、Mn：0.6％以下、Ｐ：0.025％以
下、Ｓ：0.02％以下、Ｎ：0.0020～0.0100％、Al：0.1％以下、Ti：0.055～0.12％を含有
し、残部Feおよび不可避的不純物からなる組成と、平均径が6nm未満であるTiを含む微細
炭化物がフェライト結晶粒内に分散し、該フェライト結晶粒が金属組織の95％以上の面積
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を占め、該フェライト結晶粒からなる金属組織中に平均サイズが20nm以上であるTiNが分
散した組織と、を有することを特徴とする引張強さTS：590MPa以上750MPa以下の高張力熱
延鋼板。
（２）（１）において、前記組成に加えてさらに、質量％でＢ：0.0035％以下を含有する
ことを特徴とする高張力熱延鋼板。
（３）（１）または（２）において、前記組成に加えてさらに、質量％で、Cu、Sn、Ni、
Ca、Mg、Co、As、Cr、Mo、Sb、Ｗ、Nb、Pb、Ta、REM、Ｖ、Cs、Zr、Hfのいずれか１種以
上を合計で、1％以下含有することを特徴とする高張力熱延鋼板。
（４）（１）ないし（３）のいずれかにおいて、鋼板表面にめっき皮膜を有することを特
徴とする高張力熱延鋼板。
（５）質量％で、Ｃ：0.010～0.055％、Si：0.1％以下、Mn：0.6％以下、Ｐ：0.025％以
下、Ｓ：0.02％以下、Ｎ：0.0020～0.0100％、Al：0.1％以下、Ti：0.055～0.12％を含有
し、残部Feおよび不可避的不純物からなる組成の溶鋼を、鋳造速度：５m/min以下の連続
鋳造法で鋼素材とした後、該鋼素材に、加熱温度：1230℃以上に加熱したのち、圧延開始
温度：1200℃以上とする粗圧延と、圧延終了温度：900℃以上とする仕上圧延とからなる
熱間圧延を施し、ついで冷却し、巻取り温度：580℃以上で巻き取ることを特徴とする、
引張強さTS：590MPa以上750MPa以下の高張力熱延鋼板の製造方法。
（６）（５）において、前記組成に加えてさらに、質量％でＢ：0.0035％以下を含有する
ことを特徴とする高張力熱延鋼板の製造方法。
（７）（５）または（６）において、前記組成に加えてさらに、質量％で、Cu、Sn、Ni、
Ca、Mg、Co、As、Cr、Mo、Sb、Ｗ、Nb、Pb、Ta、REM、Ｖ、Cs、Zr、Hfのいずれか１種以
上を合計で1％以下含有することを特徴とする高張力熱延鋼板の製造方法。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、自動車をはじめとする輸送機械類の部品、、配電盤や建築用などの構
造用部材として好適な、引張強さTS：590～750MPaの高強度を有し、且つ優れた打抜き性
と優れた伸びフランジ加工性とを兼備する高張力熱延鋼板を容易に製造でき、産業上格段
の効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】打抜き端面の性状と開口長さの測定方法を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明について詳細に説明する。
　本発明熱延鋼板は、質量％で、Ｃ：0.010～0.055％、Si：0.1％以下、Mn：0.6％以下、
Ｐ：0.025％以下、Ｓ：0.02％以下、Ｎ：0.0020～0.0100％、Al：0.1％以下、Ti：0.055
～0.12％を含有し、残部Feおよび不可避的不純物からなる組成を有する。まず、本発明熱
延鋼板の組成限定の理由について説明する。なお、以下、質量％は、特に断らない限り％
で記す。
【００１９】
　Ｃ：0.010～0.055％
　Ｃは、微細炭化物を形成し、鋼板の強度を増加する作用を有する。所望の引張強さであ
る590MPa以上の高強度を確保するためには、0.010％以上の含有を必要とする。0.010％未
満では、590MPa級の引張強さを得るための微細炭化物を確保することができない。一方、
0.055％を超える含有は、強度が増加しすぎるうえ、パーライトが形成されやすくする。
パーライトは伸びフランジ加工時にボイドの起点となるため、パーライトの形成は、伸び
フランジ加工性を低下させる要因となる。このため、Ｃは0.010～0.055％の範囲に限定し
た。なお、好ましくは0.04～0.06％、より好ましくは0.04～0.05％である。
【００２０】
　Si：0.1％以下
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　Siを、0.1％を超えて含有すると、Siの偏析により打抜き性が劣化しやすくなるととも
に、伸びフランジ性が低下することから、Siは0.1％以下に限定した。なお、好ましくは0
.05％以下である。
　Mn：0.6％以下
　Mnを、0.6％を超えて含有すると、Mnの偏析が生じやすくなる。Mnが偏析した箇所、Mn
偏析部（ミクロ偏析）では、打抜き時に偏析に沿って開口が生じやすく、そのため、打抜
き性が低下する。このようなことから、Mnは0.6％以下に限定した。なお、好ましくは0.5
％以下である。
【００２１】
　Ｐ：0.025％以下
　Ｐを、0.025％を超えて多量に含有すると偏析が顕著になり、偏析に沿って開口が生じ
やすくなり、打抜き性が低下する。本発明では、偏析を抑制する観点から、できるだけ低
減することが好ましい。このようなことから、Ｐは0.025％以下に限定した。なお、好ま
しくは0.020％以下である。
【００２２】
　Ｓ：0.02％以下
　Ｓは、Mn、Tiを含有する本発明では、Tiと結合してTiSを、Mnと結合してMnSを形成する
。これらの硫化物は、フェライト粒界に析出して伸びフランジ加工性を低下させる。この
ため、Ｓは0.02％以下に限定した。なお、好ましくは0.01％以下であり、さらに好ましく
は0.001％以下である。
【００２３】
　Ｎ：0.0020～0.0100％
　Ｎは、本発明では重要な元素で、Tiと結合して硬質なTiNを形成し、打抜き時にマイク
ロボイド形成の起点となり、打抜き破断面の粗さを低減し、打抜き性を向上させる。Ｎ量
が0.0020%未満では、TiN量が少なくなり、打抜き時のマイクロボイド形成の起点が少なく
なって打抜き破断面が粗くなり、打抜き性が低下する。一方、0.0100％を超えて多くなる
と、TiNが凝集し、粗大化するため、伸びフランジ加工性が低下するとともに、打抜き性
をも逆に低下させる。このため、Ｎは0.0020～0.0100％の範囲に限定した。
【００２４】
　Al：0.1％以下
　Alは、脱酸剤として作用する元素である。このような効果を得るためには0.001％以上
含有することが望ましい。一方、0.1％を超えて過剰に含有すると、脱酸生成物が凝集し
、粗大化するため、伸びフランジ加工性、打抜き性がともに低下する。このため、Alは0.
1％以下に限定した。
【００２５】
　Ti：0.055～0.12％
　Tiは、本発明において最も重要な元素である。Tiは微細な炭化物を形成することにより
、優れた伸びフランジ加工性を維持しつつ、鋼板の高強度化に寄与する。このような効果
を得るためには、0.055％以上の含有を必要とする。Tiが0.055％未満では、所望の高強度
を確保できない。一方、0.12％を超えて多量に含有すると、590MPa級を超えて強度が高く
なり、590MPa級として期待される伸びフランジ加工性が低下する。このため、Tiは0.055
～0.12％の範囲に限定した。なお、好ましくは0.065～0.095％である。
【００２６】
　上記した成分が基本の成分であるが、基本組成に加えて選択元素として、Ｂ：0.0035％
以下、および／または、Cu、Sn、Ni、Ca、Mg、Co、As、Cr、Mo、Sb、Ｗ、Nb、Pb、Ta、RE
M、Ｖ、Cs、Zr、Hfのうちの１種または２種以上を合計で１％以下、を、必要に応じて選
択して含有できる。
　Ｂ：0.0035％以下
　Ｂは、オーステナイト粒界に偏析して、圧延後のフェライト変態を遅延させ、Tiを含む
炭化物を微細化する元素であり、このような効果を得るためには、0.0010％以上含有する
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ことが望ましい。一方、0.0035％を超えて含有すると、Fe２３（CB）６が析出し、打抜き
性が低下する。このため、含有する場合には、Ｂは0.0035％以下に限定することが好まし
い。
【００２７】
　上記した成分に加えて、本発明では、Cu、Sn、Ni、Ca、Mg、Co、As、Cr、Mo、Sb、Ｗ、
Nb、Pb、Ta、REM、Ｖ、Cs、Zr、Hfのうちの１種または２種以上を含有してもよいが、含
有する場合には合計で１％以下とすることが好ましい。なお、より好ましくは合計で0.5
％以下である。
　上記した成分以外の残部は、Feおよび不可避的不純物からなる。
【００２８】
　本発明熱延鋼板は、上記した組成に加えて、平均径が6nm未満であるTiを含む微細炭化
物が分散したフェライト結晶粒と、該フェライト結晶粒が面積率で95%以上を占め、該フ
ェライト結晶粒中に平均サイズが20nm以上であるTiNが分散した組織を有する。
　つぎに、本発明熱延鋼板の組織限定の理由を説明する。
組織全体に対する面積率で95％以上を占めるフェライト結晶粒
　優れた伸びフランジ加工性を確保するためには、金属組織を転位密度の低い延性に優れ
たフェライト結晶粒で構成することが有効である。ここでいう「フェライト結晶粒で構成
する」とは、金属組織の100％がフェライト結晶粒で占められるだけでなく、実質的にフ
ェライト結晶粒で占められる場合であっても十分に所望の特性を確保できる。「実質的に
フェライト結晶粒で占められる場合」とは、フェライト結晶粒が組織全体に対する面積率
で95％以上である金属組織をいうものとする。なお、好ましくは面積率で97％以上である
。ここでいう「金属組織」とは、光学顕微鏡や走査型電子顕微鏡を用いて500～5000倍程
度で観察したときに認められる組織を指す。
【００２９】
　なお、本発明の熱延鋼板において、フェライト結晶粒以外の組織としては、セメンタイ
ト、パーライト、ベイナイト相、マルテンサイト相、残留オーステナイト相等が挙げられ
、これらの合計は組織全体に対する面積率で５％程度以下、好ましくは３％程度以下であ
れば許容される。
　Tiを含む微細炭化物の平均径：6nm未満
　Tiを含む炭化物は、その平均径が極めて小さい微細炭化物となる傾向が強く、このよう
な微細炭化物をフェライト結晶粒内に分散析出させることにより熱延鋼板の高強度化を図
ることができる。
【００３０】
　高強度化の観点からは、Ti を含む微細炭化物を小さくすることが重要となる。本発明
における所望の高強度（引張強さ：590MPa以上）を確保するためには、Ti を含む微細炭
化物の平均径を10nm以下とすれば、十分である。しかし、優れた打抜き性を確保するため
に分散析出させる比較的粗大なTiNにより、多少の伸びフランジ加工性の低下が避けられ
ないため、この伸びフランジ加工性の低下を補う目的で、Tiを含む微細炭化物の平均径を
6nm未満とした。これは、Tiを含む微細炭化物（TiC等）の伸びフランジ性への悪影響をで
きるだけ少なくしておくためである。Tiを含む微細炭化物（TiC等）の平均径を小さく限
定することにより、Ti窒化物による伸びフランジ加工性の低下を十分に防止できる。なお
、Tiを含む微細炭化物の平均径を3nm以下とすると、伸びフランジ加工性の向上が顕著と
なる。Tiを含む微細炭化物の平均径が0.6nmを下回ると転位がTiを含む炭化物を迂回して
進むようになり、所望の高強度を確保できなくなる。このため、Tiを含む炭化物の平均径
は0.6nm以上とすることが好ましい。
【００３１】
　TiNの平均サイズ：20nm以上
　TiNを分散させることは、本発明ではきわめて重要である。本発明では、Tiを含有させ
、Tiを含む微細炭化物を分散析出させて、鋼板の高強度化を図っているが、Tiの含有によ
り、TiNも分散析出する。従来、TiNは、伸びフランジ加工性を低下させる析出物として、
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分散析出を抑制することが試みられてきた。しかし、本発明では、TiNを打抜き性向上の
ために、積極的に利用する。打抜き性を向上させるため、TiNの平均サイズを20nm以上に
限定した。20nm以上と、比較的粗大なTiNは、打抜き加工時のマイクロボイドの起点とし
て作用する。一方、1μmを超えて粗大化すると、TiNが凝集してTiNの個数が減少し、打抜
き加工時のマイクロボイドの起点が少なくなり、打抜き破断面が粗くなり、打抜き性が低
下する。このため、分散析出したTiNの平均サイズは、20nm以上、好ましくは１μm以下に
限定した。なお、より好ましくは500nm以下である。
【００３２】
　また、本発明熱延鋼板は、表面にめっき皮膜を形成してもよい。鋼板表面にめっき皮膜
を形成することにより、熱延鋼板の耐食性が向上し、厳しい腐食環境に晒される部品、例
えば自動車の足回り部品の素材用として好適な熱延鋼板となる。なお、めっき皮膜として
は、例えば溶融亜鉛めっき皮膜や合金化溶融亜鉛めっき皮膜、電気めっき皮膜等が挙げら
れる。
【００３３】
　次に、本発明熱延鋼板の好ましい製造方法について説明する。
　上記した組成を有する鋼素材に、粗圧延と仕上圧延とからなる熱間圧延を施し、ついで
冷却し、巻き取って、熱延鋼板とする。
　本発明の製造方法では、上記した組成を有する溶鋼を溶製し、連続鋳造法で鋳造して得
られた連続鋳造製の鋼素材（スラブ）を出発素材として使用する。
本発明では、溶鋼の溶製方法は特に限定されず、転炉、電気炉等の常用の溶製方法がいず
れも適用できる。溶製された上記組成を有する溶鋼は、連続鋳造法を用いて、所定形状の
鋼素材（スラブ等）に鋳造される。
【００３４】
　本発明では、打抜き性向上のために、TiN の大きさを所定の平均サイズ以上となるよう
に、調整する必要がある。TiNは主として1200℃以上の高温で析出するため、本発明では
、鋳込み直後の鋼素材（スラブ）の引抜き速度、すなわち、連続鋳造時の鋳造速度を調整
し、TiNを所望の大きさに調整する。本発明では、連続鋳造時の鋳造速度を５m/min以下に
限定する。鋳造速度が５m/minを超えて速くなると、TiNの平均サイズが20nm未満と微細と
なり、打抜き性改善効果が得られない。このようなことから、連続鋳造時の鋳造速度を５
m/min以下に限定した。なお、好ましくは0.4～1.5m/min程度である。
【００３５】
　得られた連続鋳造製鋼素材（スラブ）は、ついで、熱間圧延を施される。熱間圧延を施
すにあたり、鋼素材は、加熱炉で1230℃以上の温度に再加熱される。TiNは、1200℃以上
の高温で析出、成長させることで大きさを制御できることから、1230℃以上の高温に再加
熱すれば、安定してTiNを所定値以上（20nm以上）の大きさに調整することができる。加
熱温度が1230℃未満では、微細な TiNが存在する場合があり、十分な打抜き性向上効果が
得られない場合がある。なお、1350℃を超える高温に加熱すると、TiNが異常に粗大化し
て、伸びフランジ加工性が低下する。このため、鋼素材の加熱温度は、1230℃以上、好ま
しくは1350℃以下に限定した。
【００３６】
　加熱された鋼素材は、ついで、粗圧延と仕上圧延からなる熱間圧延を施される。本発明
では、熱間圧延は1200℃以上の温度で開始する。すなわち、粗圧延の開始は1200℃以上と
する。圧延開始温度が1200℃未満と低くなると、圧延による歪み誘起析出で微細TiNが生
じやすくなり打抜き性が低下する。このため、熱間圧延（粗圧延）開始温度は1200℃以上
に限定した。
【００３７】
　粗圧延の条件は、所定形状の粗圧延バーを確保できればよく、圧延開始温度以外の条件
はとくに限定する必要はない。
　粗圧延終了後、ついで仕上圧延を施す。
　仕上圧延は、仕上圧延終了温度を900℃以上とする圧延とする。仕上圧延終了温度が900
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℃未満では、フェライト粒が圧延方向に伸展しやすく、そのため、打抜き後の破断面に開
口が生じやすく、打抜き性が低下する。このようなことから、仕上圧延終了温度を900℃
以上に限定した。
【００３８】
　仕上圧延終了後、冷却し、580℃以上の巻取り温度で巻き取る。
　仕上圧延終了後の冷却は、とくに限定する必要はないが、750℃までの平均冷却速度で5
0℃/ｓ以上とすることが、強度の観点から好ましい。冷却速度が平均で、50℃/ｓ未満で
は、金属組織を実質的にフェライト結晶粒で占めることが難しくなる。このようなことか
ら、平均冷却速度は、好ましくは50℃/ｓ以上とすることが好ましい。
【００３９】
　巻取り温度が580℃未満では、組織が、フェライト相に加えて、帯状にベイナイト相が
混在した金属組織を呈するようになる。このような帯状のベイナイト相が混在すると、打
抜き面で開口が生じやすくなり、打抜き性が低下する。このため、巻取り温度は580℃以
上に限定した。なお、好ましくは650℃以上である。また、巻取り温度の上限は、強度の
観点から好ましくは750℃以下である。
【００４０】
　なお、以上のようにして製造された熱延鋼板に対し、めっき処理により、鋼板表面にめ
っき皮膜を形成してもよい。めっき処理として、例えば、溶融亜鉛めっき処理を施し溶融
亜鉛めっき皮膜を形成しても、或いは溶融亜鉛めっき処理後、更に合金化処理を施すこと
により、鋼板表面に合金化溶融亜鉛めっき皮膜を形成してもよい。また、電気めっき処理
を施して電気めっき皮膜を形成してもよい。
【００４１】
　以下、実施例に基づいてさらに、本発明について詳細に説明する。
【実施例】
【００４２】
　表１に示す組成の溶鋼を、転炉により溶製したのち、表２に示す鋳造速度（引抜き速度
）で連続鋳造して、肉厚270mmのスラブ（鋼素材）とした。なお、鋼1Ｏのみ肉厚80mmとし
た。ついで、これらのスラブを、表２に示す加熱温度に加熱した後、表２に示す圧延開始
温度で粗圧延を開始し、ついで表２に示す仕上圧延終了温度で仕上圧延を終了し、仕上圧
延終了後、表２に示す冷却速度で冷却し、表２に示す巻取り温度で巻取り、板厚：2.0mm
の熱延鋼板（鋼帯）とした。なお、一部の熱延鋼板(鋼板No.8,No.9,No.31,No.32,No.33)
については、酸洗して表層のスケールを除去したのち、溶融亜鉛めっき処理（480℃の亜
鉛めっき浴（0.1％Al－Zn浴）中に浸漬）を施し、付着量：45g/m２の溶融亜鉛めっき皮膜
を形成し、さらに520℃で合金化処理を施し、合金化溶融亜鉛めっき鋼板とした。
【００４３】
　得られた熱延鋼板から試験片を採取し、組織観察、引張試験、穴拡げ試験を行った。試
験方法は次のとおりとした。
（１）組織観察
　得られた熱延鋼板から組織観察用試験片を採取し、圧延方向と平行な断面（Ｌ断面）を
機械研磨し、ナイタール液で腐食したのち、走査型電子顕微鏡（倍率：3000倍）で組織観
察を行い、撮像した。得られた組織写真を用いて、画像解析装置によりフェライト相、フ
ェライト相以外の組織の種類、およびそれらの組織分率（面積率）を求めた。
【００４４】
　また、得られた熱延鋼板から透過型電子顕微鏡観察用薄膜を作製し、透過型電子顕微鏡
で観察し、Tiを含む微細炭化物の平均径およびTiNの平均サイズを求めた。なお、Tiを含
む微細炭化物の粒子径は、340000倍で30視野以上観察し撮像した。得られた組織写真を用
い画像解析により、合計で300個以上のTiを含む微細炭化物について、円近似で直径をも
とめ、それらの値を算術平均して、その鋼板（試験片）におけるTiを含む微細炭化物の平
均径とした。
【００４５】
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　また、TiNのサイズは、1000倍で10視野以上観察し撮像し、得られた組織写真を用い、
画像解析により、合計で30個以上のTiNについてサイズを求めた。TiNは立方体又は直方体
であることから、そのサイズを立方体では1辺の長さ、直方体では一番長い辺と短い辺を
算術平均し、その値を個々のTiNのサイズとして求め、それらの値を算術平均して、その
鋼板（試験片）におけるTiNの平均サイズとした。
（２）引張試験
　得られた熱延鋼板から、圧延方向に対し直角方向を引張方向とするJIS ５号引張試験片
（GL：50mm）を採取し、JIS Z 2241の規定に準拠して引張試験を実施し、引張強さTSを求
めた。
（３）打抜き性試験
　得られた熱延鋼板から、試験片（大きさ：50mm×50mm）を採取し、30mmφの円筒ポンチ
で打ち抜いた。なお、クリアランスは25％として打抜いた。打抜き後に、試験片の打抜き
破面を観察し、破断面の開口部長さを測定した。開口部長さは、次のようにして算出した
（図１参照）。
【００４６】
　開口部の両端と打抜き穴部の中心を結ぶ扇形を描き、その中心角θi（rad.）を測定す
る。得られた中心角の合計θ
【００４７】
【数１】

【００４８】
と扇形の半径r(15mm)との積rθを求め、開口部の長さとした。なお、開口部長さが10以下
である場合を打抜き加工性が良好であると評価した。
（４）穴拡げ試験
　得られた鋼板から、穴拡げ試験片（大きさ：130mm×130mm）を採取し、穴拡げ試験片に
ポンチにより初期直径do（10mmφ）の穴を打抜き加工で形成した。これら試験片を用いて
、穴拡げ試験を実施した。試験は、打抜き加工で形成された穴に、頂角：60゜の円錐ポン
チを挿入し、該穴を押し広げ、亀裂が鋼板（試験片）を貫通したときの穴の径dを測定し
、次式で定義される穴拡げ率λ（％）を算出した。
【００４９】
　穴拡げ率λ（%）＝{（d－do）／do}×100
　穴拡げ率λが100％以上である場合を伸びフランジ性に優れたと評価した。
　得られた結果を表３に示す。
【００５０】
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【表１】

【００５１】
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【表２】

【００５２】
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【表３】

【００５３】
　本発明例はいずれも、引張強さTS：590MPa以上の高強度と、良好な伸びフランジ性、お
よび良好な打抜き性を兼備した高張力熱延鋼板である。一方、本発明の範囲から外れる比
較例は、所望の高強度が確保できていないか、或いは打抜き加工性が低下しているか、或
いは伸びフランジ加工性が低下している。
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